
生駒市　　　商工観光課　０７４３-７４-１１１１
区分

補助金

税制優遇

融資

要件 支援内容

次の(１)～(３)のすべての要件を満たすもの
(１)建設計画の同意の日以降に文化学術研究施設の新設、増
　  設及び取得された固定資産（土地については、その取得
　  の日翌日から起算して１年以内に該当土地を敷地とする
　  当該家屋の建設の着手があった場合）
(２)技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、
　  その取得等に要する資金の額が４億円以上
(３)建設計画等の達成に資することの国土交通大臣の証明

【事業所設置補助金】
・操業開始の翌年度に交付
・土地を除く固定資産投資額の１０/１００
【雇用促進補助金】
・操業開始の翌年度に交付
・市内新規常用雇用者１人につき４０万円
・交付限度額は、事業所設置補助金と雇用促進補
　助金の合計が５,０００万円
【操業支援補助金】
・操業開始後、最初の固定資産税の課税年度の翌
　年から３年間交付
・土地を除く固定資産税額の１年目は９/１０、
　２年目は２/３、３年目は１/３
・交付限度額は、３年間の合計が３,０００万円

◯新設
　・土地を除く固定資産投資額が２億円以上、又は、取得・
　　賃借の用地等の面積が１,５００㎡以上
◯増設・貸工場の利用
　・土地を除く固定資産投資額が１億円以上、又は、取得・
　　賃借の用地等の面積が１,５００㎡以上

①個人：市内に引き続き１年以上住所を有していること
　法人：市内に引き続き１年以上登記されている事業所を有
　　　　していること
　　　　本市の市民税が賦課されていること
②５年以上、同一事業を営んでいること
③市税を滞納していないこと 
④本市において事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返
　済する能力を有していること

①個人は市内に居住している、又はこれから市内で事業を営む
　具体的計画を有すること。法人は市内に事業所を有している、
　又は、これから市内で事業を営む具体的計画を有すること
②創業後５年を経過していないこと
③市税を滞納していないこと
④本市において事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返
　済する能力を有していること

・信用保証料の１００％を補助
・担保と保証人は原則不要（法人は保証協会が求
　めた保証人が連帯保証人となる場合有り）
・保証限度額

・１,０００万円（ただし、企業立地促進事業補助
　制度を利用した場合、３,０００万円、再生可能
　エネルギー電気供給に係る事業融資は１億円）

・１,０００万円

【事業融資資金】

【創業支援資金】
【事業融資資金】

【創業支援資金】

・固定資産税の不均一課税
　期間：３年間

香芝市　　　商工観光課　０７４５-４４-３３１２
区分

補助金①

要件

○企業立地推進補助金

①奈良県未来投資促進基本計画において選定された地域の特性を活
　用した分野に係る産業のうち下記の業種
・大分類E製造業（中分類１７石油製品・石炭製品製造業を除く）
・大分類G情報通信業のうち、中分類３９情報サービス業、４０イン
　ターネット付随サービス業、４１映像・音声・文字情報制作業
・大分類H運輸業、郵便業のうち、中分類４４道路貨物運送業、小分
　類番号４８４こん包業
・大分類Ｌ学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類 71学術・
　開発研究機関
・コールセンター、バックオフィス
②その他企業立地を推進する業種
・大分類Ⅰ卸売業、小売業
・大分類M宿泊業、飲食サービス業のうち、小分類番号７５１旅館、
　ホテル（ラブホテルを除く）
・大分類O教育、学習支援業のうち、小分類番号８１２小学校、
　８１３中学校、義務教育学校、８１４高等学校、中等教育学校、
　８１５特別支援学校、８１６高等教育機関、８１７専修学校、各
　種学校
・大分類P医療・福祉のうち、小分類番号８３１病院

【新設】土地を除く固定資産投資額が５,０００万円以上
【増設・移設・建替え】土地を除く固定資産投資額が３,０００万円以上                    
【対象業種】                    

・土地を除く固定資産投資額の５％を補助
（限度額：１,５００万円）

・市内新規常用雇用者及び転入常用雇用者
　１人につき５０万円
（限度額：２,５００万円）

・操業開始後、最初に固定資産税が賦課され
　る年度から３年度の間における固定資産税
　相当額を１００％補助
  （限度額：３年間の合計額が１,０００万円）

【事業所設置補助金】
（対象業種①のみ）

【雇用促進補助金】
（対象業種①及び②）

【操業支援補助金】
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区分

補助金③

補助金②

制度融資

制度融資

要件 支援内容

○設備投資促進補助金
・新事業活動のための設備の取得または更新を行う中小企業者が
　市内の事業所に設備投資を行う場合で、次の（１）～（４）の
　全てに該当するもの
（１）市内で現に事業活動を１年以上行っていること
（２）市税に滞納がないこと
（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定
　　　する風俗営業を営むものでないこと
（４）香芝市暴力団排除条例（平成２３年条例第１４号）第２条に
　　　規定する暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと

・１台５００万円以上の償却資産に対し、取得
　価額の１/１０の額以内（限度額：１５０万円）
　（中古品・リース契約は対象外、市内の事
　　業所に設置するものに限る）

○環境配慮型企業定着促進補助金
・市内で現に製造業を営む中小企業者で次の要件のいずれにも該
　当するものが、市内の事業所において、市が定める環境基準以
　下に「騒音・振動・悪臭」を低減するための設備の導入または改
　修、建物の改修を行う事業でその総額が５０万円を超えるもの
（要件）
①市内で１年以上事業を営むもの
②市税を滞納していないこと
③香芝市暴力団排除条例（平成２３年条例第１４号）第２条に規
　定する暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと

○中小企業資金融資制度

・引き続き１年以上市内に住所（法人にあっては事業所の本店）を
　有し、かつ同一事業を１年以上継続して経営している中小企業者

・次のいずれかに該当し、市内に設備投資を行うもの
①引き続き１年以上市内に住所（法人にあっては事業所の本店）を
　有し、かつ同一事業を１年以上継続して経営している中小企業者
※ただし①にあっては、市外事業所への設備投資も可だが、設備資
　金のみ利用可（特例設備資金は利用不可）
②市内において継続して１年以上同一事業を経営している中小企業者
③市外において引き続き３年以上同一事業を経営しており、新たに
　市内に事業所を設置する計画を有している中小企業者

・これから新たに事業を営む者、または創業後１年未満の中小企業
　者であって、次のいずれかに該当するもの
①市内に住所を有しているもの
②市内に事業所を有しているもの
③市内において新たに事業所を営む計画を有しているもの

○貸付利率（所定の固定利率）の年利０.９％
　を市が補助
○信用保証料の７割を市が補助
＜融資限度額・融資期間＞

・５００万円、５年以内

・１,０００万円、７年以内
　（うち据置６か月以内）

（設備資金の融資額が１,０００万円を超える
　もの）
・３,０００万円、１０年以内
　（うち据置６か月以内）

・１,０００万円、７年以内
　（うち据置６か月以内）

【運転資金】

【設備資金】

【創業支援資金】

【運転資金】

【設備資金】

【特例設備資金】

【創業支援資金】

・設備費、工事費、調査費の総額の１/４の
　額以内　
　（限度額：１５０万円）

葛城市　　　商工観光プロモーション課　０７４５-４４-５１１１
区分 要件 支援内容

①個人：市内に引き続き１年以上居住している
　法人：市内に引き続き１年以上事業所（本店）を有している
②１年以上同一事業を引き続き経営している中小企業者である
③資金の使途が明確である（開業資金は不可）
④市税の滞納が無い
⑤奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる
⑥融資金の返済の見込が確実である
⑦本融資制度を利用していない
（借換は、残り期間及び残高が当初融資額の１/２以下となってい
　ること）
⑧本融資制度の保証人となっていない
⑨許可、認可等必要な業種は許可、認可等を受けている
⑩暴力団、暴力団員等ではない

・これから新たに事業を営むものまたは営んでから１年未満のも
　のであって、次の要件備えているもの
①個人：本市の住民基本台帳に記録されている住所を有している
　法人：市内に登記の事業所を有している
②創業関連保証制度（奈良県信用保証協会）の信用保証を受ける
　ことができる     
③資金の使途が明確である
④～⑩運転・設備資金と同様

【中小企業融資（運転・設備資金）】

【中小企業融資（創業資金）】

○信用保証料の７割を市が補助
○貸付利率の０.８％を市が補助
＜融資限度額・融資期間＞

※申し込みできる資金は運転資金又は設備資金
のいずれかに限る
・運転資金
（限度額）１事業者につき５００万円以内
（返　済）４８か月以内
・設備資金
（限度額）１事業者につき１,０００万円以内
（返　済）６０か月以内（据置６か月以内）

（限度額）１事業者につき１,０００万円以内
（返　済）６０か月以内（据置６か月以内）

税制優遇
・県より「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者が当計
　画に従い新増設投下固定資産額１億円超
　（農林漁業関連業種は５,０００万円以上）

・固定資産税の課税免除
（家屋、構築物及びその敷地に賦課される固定
　資産税）
・期間：３年間

【中小企業融資（運転・設備資金）】

【中小企業融資（創業資金）】
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